
「白い森の国おぐに」森づくり活動の取り組みについて  

【植林・森林体験学習】
　小国小５年生を対象に、伐倒作業等の実演見学、
植林体験を行い、森林資源の循環利用の必要性や
意義を学びました。

白い森づくり体験事業白い森づくり体験事業

【環境整備】
　森林セラピー基地「ブナの森温身平」の機
能と景観を保ち、訪れるかたがたが快適に森
林セラピーを楽しめるよう、セラピーロード
の環境整備を行いました。

森林セラピー推進事業森林セラピー推進事業

【白い森子ども体験教室】
　幼児や小学生を対象に、町内に生息する生物の観察

や森林散策を通じて、森林環境やさまざまな動植物の

特徴と役割について学びました。

▲セラピーロード環境整備の様子 ▲森林整備の必要性を学習▲植林した苗を背景に
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【産学官連携による地域木材の利用と

               木育の推進プロジェクト】

　町の豊かな森林資源の活用や、幼少期から木育の
推進を目的に、産学官が連携して学生の演習、町民

ワークショップなど様々な活動を実施しています。

　町内の３歳児への家具の贈呈および東北芸術工科

大学プロダクトデザイン学科による来年度贈呈予定

の家具のプレゼンテーションを行いました。

白い森みらい創生事業白い森みらい創生事業

「森のようちえん」
町内の２～６歳児対象

家具のプレゼンテーション 家具の贈呈の様子

生涯学習講座開設事業生涯学習講座開設事業

「森の楽校」
町内の小学生対象

【林業機械操作技術研修】
　町民を対象に、刈払機に関する安全衛生教

育研修を行いました。機械操作技術の向上と

安全な使用方法について学ぶことで、町内の

森林整備の促進に繋がるものと期待されま

す。

▲刈払機研修会の様子

森から拓く時代の生業づくり事業森から拓く時代の生業づくり事業
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　千代田クリーンセンターくりえいと工房で

は、粗大ごみとして搬入された自転車や家具を

修理再生し、展示及び無償提供を行っています。

■提供品　自転車10台、家具類５点（各回予定数）

■応募方法　

　　千代田クリーンセンターに備え付けの申込用

紙により応募してください。応募する際に身分

証明書が必要となります。複数応募があった場

合、抽選により当選者を決定します。

■時　間　９：00～16：00（㈰、㈷を除く）

■料　金　無料

■問合先　千代田クリーンセンター

　　　　　（☎0238－57－4004）へ

展示期間 公開抽選

第１回 ４月５日㈬～５月６日㈯ ５月９日㈫

第２回 ６月１日㈭～７月１日㈯ ７月４日㈫

第３回 ８月２日㈬～９月２日㈯ ９月５日㈫

第４回 10月４日㈬～12月２日㈯ 12月５日㈫

千代田クリーンセンター千代田クリーンセンター
「くりえいと工房」再生品の提供「くりえいと工房」再生品の提供

　令和５年４月23日執行予定の小国町議会議員選

挙における説明会を行います。立候補を予定され

ているかたや出納責任者となるかた、またはその

代理のかたは出席してください。

■日　時　３月22日㈬14：00～

■場　所　小国町役場４階大会議室

■問合先　

　小国町選挙管理委員会事務局（総務課内）

　（☎62－2112）へ

小国町議会議員選挙の小国町議会議員選挙の
立候補届出予定者説明会および立候補届出予定者説明会および
出納責任者説明会の開催について出納責任者説明会の開催について

　令和５年７月19日をもって、現農業委員、農地利

用最適化推進委員の任期が満了することに伴い、次

期委員の募集を行います。

■募集期間

　３月10日㈮～４月14日㈮【期限内必着】

■任期

　令和５年７月20日～令和８年７月19日（３年間）

■対象者　【農業委員】農業に関する識見を有し、

農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その

他農業委員会の業務に関する事項を適切に行うこ

とが出来るかた

　【農地利用最適化推進委員】農地等の利用の最適

化の推進の識見を有するかた

■①主な業務、②募集人員、③任命方法について

　【農業委員】　①総会等において農地法に関する許

認可の審査決定等を行います。②募集人員＝７人

③応募または推薦されたかたの中から選出され、

町議会の同意を得て町長が任命します。

　【農地利用最適化推進委員】　①担当する区域にお

いて、農地等の利用の最適化を推進するための活

動を行います。②募集人員＝５人③応募または推

薦されたかたの中から担当区域ごとに農業委員会

長が委嘱します。

　※担当区域とは人・農地プラン区域であり、東南

部、北東部、東部、南部、北部地区です。

■報酬　小国町特別職の職員の給与に関する条例に

基づき支給されます。

■応募資格　①町内に住所を有するかたまたは町外

に住所を有するかたで、町内の農地に精通してい

るかた②町の附属機関等の委員でないかた③町の

職員でないかた

■応募方法　町内の地区または全域からの推薦②農

業関係団体等からの推薦③一般からの応募

　※届出書に必要事項を記載し、直接または郵送で

農業委員会事務局に提出してください。

■問合先　農業委員会事務局（産業振興課内）

　　　　　（☎0238－62－2408）へ

農業委員および農地利用最適化推進委員を農業委員および農地利用最適化推進委員を
募集します募集します
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　全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して

身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援を充実させるとともに、経

済的支援として出産・子育て応援金（国の出産・子育て応援給付金）の支給を一体的に実施することとな

りました。

１．伴走型支援

　妊娠届出時、妊娠８ヵ月前後、出産後にアンケートに基づき面談を実施し、妊娠期から出産・子育て

期まで切れ目ない支援を行います。

２．経済的支援

　〇支給対象者　申請日に町内に住所を有し、以下に該当するかた

　　【出産応援金】

　　　令和４年４月１日以降に妊娠届出をした妊婦または令和４年４月１日以降に出産したかた

　　　※令和４年４月１日以降に妊娠届出し、流産・死産となったかたも対象となります。

　　【子育て応援金】

　　　令和４年４月１日以降に生まれたお子さんの保護者のかた

　〇支給額　【出産応援金】妊婦１人あたり５万円　【子育て応援金】お子さん１人あたり５万円

■申請について　妊娠届出時、出産後にそれぞれ申請の案内をさせていただきます。遡及の対象となるか

たについては、郵送にて申請書をお送りしています。

■申込・問合先　健康福祉課地域保健担当（☎62-1000）へ

出産・子育て応援ギフト支給事業のお知らせ出産・子育て応援ギフト支給事業のお知らせ
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　小国町簡易水道事業および下水道事業は、地方公営企業法を適用し、令和５年４月１日より、

これまでの官公庁会計（特別会計）から、公営企業会計へ移行します。

　その理由として、国から施設の老朽化、人口減少等による料金収入の減少等により、経営環

境の厳しさが増している中に、将来的にわたり安定した行政サービスを提供していくために、

経営状況と財政マネジメントの向上に取り組むことが求められております。自らの財政状態や

経営状況をより的確に把握し、将来の経営計画に役立てるとともに、整理した資産情報を活用

し、水道管、下水道管および施設の老朽化対策や更新を計画的に進め、今後も持続可能な事業

運営に努めていきます。

　なお、この度の地方公営企業法の適用は、主に会計方式の変更であり、簡易水道使用料、下

水道使用料及び受益者負担金などの納付方法については、これまでどおり変更ありません。ま

た、特別な手続き等も必要ございませんが、この度の公営企業会計移行に伴い、現金移動の日

程を確保するため、口座振替日を以下のとおり変更いたします。

■対　象　簡易水道使用料・下水道使用料

■変更前　毎月　月末日

■変更後　毎月　26日（土日の場合は翌営業日、上水道使用料と同じ振替日となります）

■注意点

　令和５年３月分より変更となり、３月27日㈪に引落しとなりますので、口座残高をご確認く

ださい。

■問合先　地域整備課　水道業務担当（☎62ー2431）へ

簡易水道事業および下水道事業が公営企業会計へ移行します簡易水道事業および下水道事業が公営企業会計へ移行します
（ご注意ください：口座振替日が変わります）（ご注意ください：口座振替日が変わります）

除 雪 機 の あ る 幸 せ

合資会社 山佐  佐藤農機店
コスモ石油 小国給油所 東北運輸局認証工場

〒999-1511 山形県西置賜郡小国町大字玉川361－3
TEL.0238-64-2320  FAX.0238-64-2322
クボタ農業機械 除雪機 汎用パワーツール販売・整備
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